
1. 令和5年度評価 市民評価委員について

＊ 設置根拠

→

2. 評価スケジュール

行動計画に記載されている７９事業に対して担当課による自己評価（担当課評価）を行い、本部評価にて

３９施策にとりまとめて評価し、その結果をもとに、市民評価を実施する。

3. 評価の基本的な考え方

（１）評価の基本的な考え方

　① 各担当課の事業執行により、男女平等、男女共同参画がどれだけ推進されたのか。

　② 目標達成のため、計画・実施・評価・改善のＰＤＣＡサイクルをしっかりと回す事業展開がなされているか。

（２）評価点

　以下のとおり、５段階で評価する。

　①    「大いに達成できた」…５

　②    「やや達成できた」…４

　③    「どちらともいえない」…３

　④    「やや達成できなかった」…２

　⑤　「達成できなかった」…１

資料1

③市民評価

①担当課評価

②本部評価

委員長 須賀委員長後任者

副委員長 本間　陽子

林　和彦

事務局作業

事務局作業

飯田　順子

野原 洋

日野市男女平等行動計画市民評価委員会設置要綱

評価対象　重点施策７施策
令和６年７月２２日から８月３０日まで

評価対象施策３９施策
令和６年６月３日から６月２１日まで

施策評価にとりまとめ（３９施策）

第４次男女平等行動計画中の事業（全７９事業）
令和６年４月１日から４月２６日まで

市民評価委員は男女平等推進委員の中から市長が選任

令和5年度評価冊子作成
令和６年10月末頃を予定

第4次日野市男女平等行動計画 令和5年度評価市民評価委員の選任について
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